
新型コロナウイルス感染対策レベル（デイサービス） 

令和 3 年 5 月 17 日 改訂 

 

レベルⅠ 

【利用者様・スタッフの体調管理】 

・勤務中は無症状でも常時マスクの着用（症状がある場合は出勤停止） 

・スタッフの毎日の体温報告と体調確認 

・利用者様、同居のご家族の体調確認 

  

【手洗い・消毒の徹底】 

・くまげら到着時、飲食前の手指消毒や手洗い（スタッフ、利用者様） 

・ケアごとに手洗い・手指消毒 

・利用前の事業所内のアルコール消毒 

・マットやおもちゃなど利用者が濃厚接触する場所は、唾液等での汚染時に都度消毒 

・送迎車内の１日１回の消毒 

 

【換気・ソーシャルディスタンス】 

・サービス提供前、昼食前、サービス提供後のくまげら内の換気 

・食事やマットスペース上では、極力利用者同士の距離を保つ 

 

 

レベルⅡ（レベルⅠに加えて） 

【換気・ソーシャルディスタンス】 

・寒さ・暑さ対策の上で窓を開けながらの送迎 

・利用者様同士の手と手の触れ合わない距離（ソーシャルディスタンス）の確保 

・心配な家庭は保護者送迎を依頼（事業所の送迎は通常通り） 

 

 

【その他】 

・スタッフのデイ⇔ステーションの往来禁止 

・見学の受け入れは、事前の体調確認、玄関での手指消毒、マスクの着用、見学場所と時間の制限

を行い対応 

・職員ロッカーは風除室へ移動 

・テープによるゾーニングの実践 

緑：一般区域 風除室・相談室エリア 

センターテーブルからシンク・倉庫にかけて 

青：準清潔区域 センターテーブルからフローリングゾーン 

黄：清潔区域 マットスペース 

 

 

レベルⅡ+α（レベルⅡに加えて） 



・送迎は、極力保護者へ依頼し送迎車内の密を防止 

・見学者の受け入れ・事業所内での面談の中止 

・スタッフの休憩時間・場所の工夫 

 

 

レベルⅢ（レベルⅡ+αに加えて） 

・サービス提供時間の短縮を 10：30→16：30 から 10：30→15：30 に短縮 

 

 

レベルⅣ（感染対策レベルⅡに加えて） 

・送迎の中止 

・自宅において監護が可能な家庭において利用の自粛を要請 

・利用者に担当スタッフを限定 

 

 

レベルⅤ 

・デイサービスの休業 

・同意を得られた利用者には、自宅へ訪問し、利用者の健康確認、相談を受ける 

・自宅へ訪問し、利用者の健康確認相談を受けるスタッフ以外は自宅待機 

 

 

レベルⅥ 

・デイサービスの休業 

・電話やメールで利用者の健康確認、相談を受ける 

・電話やメールで利用者の健康確認、相談を受けるスタッフ以外は自宅待機 

 

 

レベルⅦ 

・デイサービスの休業 

・スタッフは自宅待機 

 


